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１ はじめに 

 加須市内の小・中学校は、児童生徒に豊

かな人権感覚を身に付けさせるため、加須

市教育委員会の指導のもと、人権教育に関

わる教職員の指導力及び学校の教育力の向

上を目指している。本分科会のテーマであ

る「障害のある人の人権」について、人権

教育の視点を各教科等に取り入れ学習して

いる。また、特別支援教育や福祉教育を充

実させることにより、障害のある人の人権

を大切にする心を養い、誰もが暮らしやす

い社会をつくる素地を育んでいる。 

 本校は、児童数１３８名、通常学級６学級、

特別支援学級３学級、合計

９学級の小規模校である。

加須市の西部（騎西地域）に

位置し、見沼代用水がもた

らす水の恵みから稲作が盛

んに行われてきた農村地域

である。近年は新たな住宅

地が増えている。本校の特

色として、校庭の中央部に

は、幹囲３ｍ樹高約２０ｍ

の巨木「クスノキ」が児童を

見守っている。また、親方・力士・呼び出し

の皆様をお招きし、 

今年度第４０回を迎 

えた「すもう大会」 

を開催した。 

学校教育目標を「よ

く考え やりぬく子」

「心豊かで 思いや

りのある子」「明るく 

たくましい子」とし、人権教育を学校経営方

針の重点として令和６年度は、「優しさと正し

さをもち、新しい時代を切り拓く心豊かでた

くましい人間力をもつ児童の育成」に向け、

日々の教育活動に取り組んでいる。 

 

 

２ 本校の取組 

 （１）朝の時間を活用した取組 

〇ディスカッションタイム 

 「相手の話を最

後まで聞き、受け

入れるようにする

こと」「相手の話を

受け入れた上で自

分の意見を付け足

したり、改善点を 

述べたりすること」ができる児童の育成を

目指して、毎週水曜日の「ディスカッショ

ンタイム」では、テーマに沿って小グルー

プの中で話し合い、相手を意識した対話的

な学習の基盤を培う取組を行った。 

自分のことを話すことが苦手だった児童

が回を重ねていくうちに話せるようになり、

また、聞いている児童は、興味をもったこ

とを質問するようになり「相手のことを知

りたい」という強い気持ちが見られた。 

 （２）各教科等の授業での取組 

 ①発達段階に応じた指導法の工夫 

 【３年生国語科】 

  自分が紹介したい食材を全校児童に  

 紹介する文章を書く活動を行う際に、児 

 童の発達段階を考慮した工夫を行った。 

 ○自由進度学習（マイプラン学習） 

  前半「すがたをかえる大豆」「【じょう 

 ほう】科学読み物での調べ方」は、一 

 斉授業の学習形態とし押さえたい指導 

 事項を着実に指導、後半｢食べ物のひみ 

 つを教えます｣では、その進度を児童自 

 身が選択し、紹介する文章を書く取組を 

 行った。 

 ○自力解決の場面でのＩＣＴ機器の活用 

 学習用端末を用いることにより、文章や 

 文の順番を入れ替えたり、写真やイラス 

 トを加えたりして、読み手が理解しやす 

 い文章になるよう工夫した。 

 ○学び合いの場面でのＩＣＴ機器の活用 

 児童同士カードを送り、互いに読み合い、 

 わかりやすい説明か、写真やイラストと 

 写真が文章に合うか、自分と相手が書い 

 たものとを比較し、そのよさや改善点に 

 ついて意見交流した。 

これらの授業進度の自己決定やＩＣＴの

活用の取組により、普段は文章を書くことが

苦手と感じる児童が、自分のペースで自ら文

章を作り上げることができた。発表の際は、

学級の児童から多くの称賛があった。 

【学 校マスコット：くすまる親 方】 

【シンボルツリーのクスノキ】 

【力士と児童の取組】 

【ディスカッションタイムの様子】 



（３）特別支援教育の取組 

  ①特別支援学級新設（制度面の障壁の除去） 

 令和５年度までに、知的障害、自閉症・

情緒障害の２種類の特別支援学級を設置

していたが、令和６年度より、弱視特別支

援学級を新設した。新設に際し、学校にお

いては担任、特別支援教育コーディネータ

ー、管理職が保護者と話合いを重ね、市教

育委員会へ情報提供を行った。医師からの

助言をもとに、児童の弱視の特徴から「拡

大教科書」、「マルチメディアデイジー教科

書」や「ペンでタッチすると読める音声付

教科書」等を導入し、児童に合わせて、教

科書を使い分け学習に生かしている。 

②「障害」という言葉の理解にむけて 

（心の障壁の除去） 

児童にとって、「障害」という言葉が重く

感じることがあった。そのため、「障害」と

は「不自由さ」であり、「誰もが感じている

こと」であること、他の人の少しの助けで

その「不自由さ」をなくすことができるこ

とを年度当初に各学級で伝えた。また、道

徳の授業において具体的な価値にふれた

り、日常場面で教員の言葉遣いや行動で率

先垂範をしたりしている。 

③交流学習の実施（制度面の障壁の除去） 

 特別支援学級に在籍する児童は、一人一

人の障害の状況に応じて、当該学年の通常

学級の授業に参加している。相手の意見を

聞いたり、自分の思いを伝えたりする学び

合う場面が増え、自分と相手の考えを比較・

統合し、考えを深化させ新たな考えをもつ

ことができた。 

また、通常学級に在籍している児童が必

要に応じて、校内の特別支援学級を利用し

指導を受けている。学習・生活をする上で、

本人が「困難さ」を感じており、本人や保

護者が希望する場合には、学校における合

理的配慮により弾力的に特別支援学級にて

授業に参加し、児童の実態に合わせて個別

または少人数での学習に取り組んでいる。

さらに、休み時間などは在籍に関係なく、

教員の指導のもと各教室を行き来し遊びを

通して交流している。 

（４）福祉教育における取組 

 ①手話体験（心の障壁の除去） 

４年生の総合的な学習の時間において、 

聴覚障害のある方をお呼びし、手話体験を行

った。見た目ではわからない障害がある人が

いることに気づき、どのようにしたらコミュ

ニケーションをとること

ができるか考え、「手話」

を学び披露した。心を開

いて交流し他者理解の大

切さと行動することの意

義を知ることができた。 

（５）児童同士、保護者や地域に向けた取組 

 ①「夢いっぱいポスト」（心の障壁の除去） 

 自分の大切さとともに他の人の大切さを

認めるため「こころをぽかぽかにしてくれ

た人」に手紙を書く取組を行っている。「人

にやさしく思いやりのある行動をしていた

友だち」「正しくよい行動

で田ケ谷小のお手本とな

った友だち」「～をがんば

っていた友だち」等を全

校児童が見付け、称賛し

ている。友だちを認める

気持ちが育まれている。 

②配付文書の配慮（物理的障壁の除去） 

学校から保護者へ配付する行事等の参加

申込書や調査表等にある「学年・組」記入

欄について、今までは「〇年〇組」として

いたが「〇年  ※  組」と組名の前を

広く空けるように標記した。※開口部のこ

のスペースを十分にとる配慮により、「６年

かがやき２組」のように記入することがで

きるようになり、特別支援学級に在籍する

児童や保護者が空欄の狭さに苦慮する必要

がなくなった。また、地域への回覧文書は

文字をできるだけ大きくしている。地域の

方から読みやすくなったとのお電話をいた

だくなど好評であった。 

 

３ おわりに 

「障害のある人の人権」については、加

須市の人権に係る施策に基づき、本校では

個々の困り感を解消する考えのもと、児童

の実態に応じた学びの場を提供している。

また、障害の有無に関わらず、共に学び、

考えを共有する時間をつくることで児童一

人一人が自分の大切さを認め、他者の心の

痛みや感情を共感的に受容する想像力や感

性、意欲等を育むことができると考える。 

これらの特別支援教育、福祉教育の視点

を踏まえた取組により、本校では、優しさ

と正しさをもち、新しい時代を切り拓く心

豊かでたくましい人間力をもつ児童の育成

を目指すべく、児童の未来を見据えた教育

に今後も力を注いでいく。 

【夢いっぱいポスト】 

【手 話 によるコミュニケーション】 



【第１分科会】 

 

動く楽しさを味わいながら自分や友達のよ

さに気づく人権教育の取組 

 

久喜市立中央幼稚園 

園長  槇島 良治 

  

１ はじめに 

 本園は昭和５０年に創立した地域に根ざし

た幼稚園である。 

 教育目標を『生きる力の基礎となる豊かな

意欲・心情・態度を育てる』とし、「明るく元

気な子・仲良く遊ぶ子・進んで行動する子」

の具現化に向けて、教職員一丸となって教育

活動に取り組んでいる。 

  

２ 本取組と人権教育のかかわり 

幼稚園等における人権教育の取組を考えた

時に、園児に人権問題を理解させたり、人権

感覚を身につけさせたりすることをねらった

直接的な取組は、残念ながら挙げることがで

きない。しかし、日常的な活動を人権教育の

視点から覗くことで、新たに見えたり感じた

りすることが多々あるのではないかと思って

いる。 

本園では、外遊びや自由制作遊びを中心に、

一人一人の思いや願いを大切にしながら保育

を進めることを信条としている。 

 遊びは、自分で考え、選び、準備し、そし

て夢中になって遊び、片づけて終わる。この

シンプルな一連の流れの中に、脳や体のいた

るところを使う活動がちりばめられている。

そして、遊びの中で人とのかかわり方も学ん

でいく。協力すること、折り合いをつけるこ

と、我慢すること、自分の役割を果たすこと

などは、集団生活、社会生活に欠かすことの

できない大切な要素である。さらに、子育て

の目安である「３つのめばえ」の中核をなす

ものであり、学校等における人権教育のねら

いに直結するものである。 

 そこで、「体を動かして遊ぶって楽しい！で

きるって楽しい！友達と一緒に遊ぶって楽し

い！」そんな日頃の何気ない運動遊びに注目

し、その取組について述べたい。 

 

３ 実践事例と考察 

（１）年少組 

   走る楽しさを感じさせるため、興味の

あるお化けや怪獣に教師が扮して追いか

ける。すると「逃げろ、逃げろ」と大き

な声で逃げ回る園児たち。笑顔で教師の

もとに近づいてきたかと思ったら、再び

築山から一気に駆け降りて、園庭の奥ま

で走っていく。気がつくと、 

教師の周りに 

  は園児が大勢 

集まり、お化け 

になりきった 

教師から逃げ 

るように何度 

も何度も築山    【逃げろ、逃げろ～】 

に登っては下り、園庭の奥まで走ってを

繰り返した。 

教師や友達と一緒に走る楽しさを感じ

させようと、「ケヤキの木までよーい、ド

ン」という教師の呼びかけで一斉に走り

出す。次の日のゴールは滑り台、その次

はジャングルジムの一番上と、ゴールを

変えながら、「よーい、ドン」を繰り返す。

次第に園児たちがゴールをここにしたい

と言うようになり、教師を誘って走り回

る数が増えていった。 

幼児の興味を取り入れたお化けの追い

かけっこ。単なるかけっこではなく、「よ

ーい、ドン」という呼びかけ、子どもた

ちが思わず走り出したくなるような工夫

を加え、喜んで走る子どもたちの姿を見

せることで、「走りたい、自分もやりたい」

という思いを引き出すことができたよう

に思う。 

（２）年中組 

   体格が良く、体重があるためぶら下が

ることが苦手な園児（Ａ）が、雲梯が好

きな園児の影響を受け、一緒に取り組ん

だ。持ち前のやる気を発揮し、何度も挑

戦するうちにコツをつかみ、ついには最

後まで渡れるようになった。 

   Ａ児は思い通りにいかないことがある

と、すぐに怒ったり物に当たったりした

ため、頑張っていることを具体的に励ま

し、継続して援助したことでモチベーシ

ョンを保つことができた。また、保護者

にも頑張っている様子を伝え、家庭でも

認めてもらえることで、Ａ児の意欲を引

き出すことができた。さらに、気の合う

友達に見守られながら自分もできるよう

になったという嬉しさや達成感を味わえ

たことで、自己肯定感を高められたと考

える。 



進級当初より、音楽に合わせてダンス

をすることが好きな園児が多かった。そ

こで、いつでもＣＤをかけて踊れる環境

を用意した。その結果、好きな友達と一

緒に何度も取り組むことができ、伸び伸

びと運動会のダンスを楽しんでいた。 

   音楽に合わせて体を動かすことの楽し

さを体感できたことで、運動会でのダン

スでも自然と笑みがこぼれ、喜んで踊る

ことができたと思われる。また、リズミ

カルで覚えやすい歌詞の曲を選択し、早

い時期から親しめるようにしたことで、

「楽しみながら伸び伸びと踊る」という

目標を達成することができた。 

（３）年長組 

生活の中で自然と体を動かす経験をさ

せるため、ベランダの雑巾がけを当番の

仕事にしたところ、上手にできない園児

がほとんどだった。そこで、雑巾がけの

仕方を教え、教師も一緒に取り組んだ。 

はじめのうち 

は「なんか疲れ 

た」と口にする 

園児もいたが、 

やり方が身につ 

き、友だちや教 

師と一緒に取り 

組むようになると、当番ではない園児も

喜んで参加するようになった。 

   「雑巾がけ」という生活のひと場面で

はあるが、雑巾を絞るだけでもかなりの

力が必要である。指先から手首、肘と、

上半身を使うが、上手く力を入れないと

絞ることができない。絞った雑巾を広げ、

手で押さえ、全身を使って床を拭く。園

児の姿や感想からも、楽しみながら、ハ

ードな全身運動になっていると感じた。 

木製の大型積木を使って遊ぶ年長児。

一人では運べない大きなものもあり、途

中から「せーの！」や「そっち持って！」

という掛け声が遊戯室に響くようになっ

た。積木を運び、積み重ねていくだけで

も園児たちは汗だくになっていたが、表

情は生き生きとしていた。足と腰に力を

入れて積木を持ち上げたり、友達と声を

掛け合い、協力したりしながら遊び進め

る姿が、穏やかで温かい雰囲気を醸し出

していた。 

   生き生きとした表情を浮かべ、遊びの

中で自然と体を動かす経験が、心の扉を 

開く原動力になることを実感した。 

 

４ おわりに 

 幼稚園教育要領解説にもあるように、幼児

は教師や友達とともに過ごす中で安心感を味

わい、周囲とのかかわりを深めていく。その

過程で新しいことに興味をもったり、刺激を

受けたり、無意識のうちに友達の動きを真似

したりしながら新たな感覚を身につけ、自分

のものとして確立していく。そのため、幼児

がいろいろな体の動かし方を習得したり、興

味をもって運動遊びをしたりする要因として、

友達や教師の存在は欠かせない。 

 今後の課題として、心も体も柔軟な幼児期

だからこそ、一つの動きを繰り返すよりも、

様々な動きを経験しながら体全体の使い方や

バランス感覚を身につけていくことが大切で

あると感じた。発達段階、興味・関心のある

遊びに応じて、様々な動きがバランスよく経

験できる場面設定の工夫も図っていきたい。 

 本事例は、どこの幼稚園等でも行っている

ごく普通の取組である。しかし、ねらいや視

点を設け、留意することで、足が速くなった

子、転ばなくなった子、より多くの子と遊べ

るようになった子、ちょっとした一瞬の表情

が豊かになった子など、これまでと違った面

が多く見られるようになってきたことに気づ

くことが増えた。実は、この変化（成長）に

対しての気づきがとても大切である。 

教師だけでなく、園児自身も自分の良さや

友達の良さに気づき、その存在を認め、有難

いとか嬉しい等の感情を抱く場面に多く遭遇

している。私は、この感覚が人権感覚の源で

あり、園活動の至る所に溢れているように思

う。 

最後に、今回は日頃取り組んでいる遊びか

ら人権教育をとらえてみた。しかし、子供の

人権を考えた時に、幼児を取り巻く保護者や

教師等の身近な大人の人権教育が極めて重要

であることは言うまでもない。なぜなら、幼

児は保護者や教師の人権感覚に多大な影響を

受け、その後の人間形成に大きく左右される

からである。 

相手が幼児であっても一人の立派な人格の

持ち主として敬い、尊びながら、好ましい信

頼関係の元で、幼児の豊かな人権感覚を育て

ていくことが肝要であると改めて強く思った

次第である。 

 
【きついけど楽しい！】 



                                         
   
【第２分科会】 

 

「物事に全力投球で取り組み、心配りので

きる心豊かな児童の育成」を目指して 

        

宮代町立百間小学校 

          主幹教諭 綿引 忍 

                    

１ はじめに 

  本校は、宮代町の南部に位置し、明治

６年に西光院を校舎として、進修学校と

いう名前で開校した今年で創立１５２年

の伝統と歴史ある学校である。明治４３

年に現在の場所に移り、翌年、校舎の一

部としてつくられた進修館は、現在は隣

接する郷土資料館に移築された。敷地内

には遺跡があり、昭和６１年度の体育館

とプールの建設の際、縄文時代の住居跡

などが発見されている。学区は広く、多

くは農村地帯で自然豊かな環境である。

校庭には大正１５年に寄贈された滑り台

があり、令和元年に国の登録有形文化財

に登録され、地域、子供たちから学校の

シンボルとして親しまれている。現在の

児童数は３０４名で、学級数は特別支援

学級を含めて１４学級、地域の協力も積

極的で、安全パトロールを中心として学

校応援団やこども１１０番の家の登録も

多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 児童の実態と学校経営等について 

（１）児童の実態について 

本校の児童は明るく素直で、伸び伸び

と生活している。しかし、周りに流され

て行動してしまう傾向もあり、自ら考え、

判断し、行動する主体性については課題

である。また、自己中心的な言動が見ら

れる場面もあり、時に他者を傷つけてし

まうこともある。そこで、学校の教育活

動全体を通して、「全力投球」「心配り」

を合言葉に、学習や運動、行事などに全

力投球で取り組み、心配りのできる心豊

かな児童の育成を目指していく必要があ

る。そのような児童の育成を図ることが、

生涯にわたって他者を大事にした生き方

につながると考えた。 

 

（２）学校経営等について 

  ①学校教育目標 

「心豊かなたくましい児童の育成」 

・ 進んで学ぶ子(知)・・・基礎・基本、 

学び方を身につけ、進んで本を読み、 

進んで学ぶ子を育てる。 

・ やさしい子(徳)・・・誠実で、人を

大切にする思いやりのある子を育て

る。 

・ たくましい子(体)・・・自ら安全に 

配慮し、心身ともに健やかな体づく

りに励む子を育てる。 

  ②人権教育目標 

  ・全教育活動の中で人権意識の高揚を

図り、人権についての正しい理解を

深め、様々な人権問題を解決しよう

とする子を育てる。 

③同和問題（部落差別）への取組 

 ・同和問題（部落差別）をなくしてい

くことのできる子供を育成する。 

 

３ 人権教育の取組 

（１）人権教育全体計画及び年間指導計画

の見直し・改善 

  ・各学級のグランドデザインの作成と

それに基づく指導を実践した。 

  ・学期毎の振り返りを行い、児童の人

権意識や道徳性の育成状況を評価し、

指導の改善に生かした。 

  ・年度末に今年度の人権教育の実践を

振り返り、全体計画及び年間指導計

画の見直し・改善を進めた。 

（２）目指す「全力投球・心配り」の姿 

各行事や取組において、ねらいとし

て「全力投球・心配り」の姿を設定

し、意識して取り組めるように明確

にしている。このねらいをもとに自

己の目標を設定したり、授業や活動

の振り返りを行ったりすることで、

他者との繋がりや人権意識を高めて

いる。 

（３）全学級道徳及び人権感覚育成プログ

ラムを活用した授業公開 

  ・年間１回授業参観で道徳及び人権感

覚育成プログラムを活用した授業公

【進修学校 校舎】 【校庭の滑り台】 



                                         
   

開をした。家庭でも人権について考

え、話し合う機会づくりとした。 

（４）人権教育の視点を取り入れた授業、 

道徳科授業の指導法研修 

  ・人権感覚育成プログラムを活用した

授業の指導法研修会を実施した。 

  ・教科化された道徳の指導と評価のあ

り方についての研修会を実施した。 

（５）「かしの木グループ」（縦割り班活

動）の充実 

・縦割り班の活動（遊びや清掃活動）

を年間を通して意図的・計画的に実

施した。 

・「全校遠足」を縦割り班で計画、実

施した。 

（６）宮代町人権作文発表会、人権講座へ

の参加 

・人権作文発表会では、代表児童の作

文を全校児童で聞き、人権について

考える機会を設けた。 

・町主催の人権講座において、視覚障

害の方から「生き方」についての話

を聞いた。 

（７）体験的な活動・支援学校との交流 

・４年生の総合的な学習の時間の学習

で、年間を通して様々な福祉体験（白

杖体験・車いす体験・点字体験）を 

実施した。 

・  宮代特別支援学校との交流を通して 

障害のある人の人権、子供の人権 

についての考えを深めた。 

 

４ 同和問題（部落差別）への具体的取組 

  本校では、人権教育全体計画及び年間

指導計画を作成し、様々な人権教育課題

の解決へ向けて指導を行っている。同和

問題（部落差別）についての指導もその

一つであり、特に６年生の社会科の学習

を中心に位置付けている。 

（１）社会科学習指導案の作成 

同和問題に関わる指導においては、児

童がその歴史的経緯を正しく理解できる

ようにしていくことが重要である。「江

戸時代から明治にかけての身分制度から、

その後も形を変えつつ身分制度は残り、

現在も同和問題につながっていること」

や「それを解決するために様々な努力を

してきたこと」等、正しい理解へ導くた

めには、同和問題に即した学習指導が必

要であると考え、指導案を作成した。 

（２）社会科の学習を通した同和問題 

   (部落差別）に関わる授業実践 

  ・６年生社会科「身分と人々のくらし」 

  ・６年生社会科「明治の国づくりを進

めた人々」 

（３）いじめや偏見の解消に向けた授業実践 

  ・発達段階に応じた各学年での差別、

偏見を解消するための人権感覚育成

を目指した授業を計画的且つ継続的

に実施している。 

 

 

 

 

 

 

  

（４）人権コーナーの充実 

  ・１階廊下に人権コーナーを設置し、

人権意識を高める掲示をしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ おわりに 

  平成２８年に施行された「部落差別の

解消の推進に関する法律」を踏まえて、

本校では、上記のような取組を通して人

権教育の推進に努めてきた。解決のため

に日々努力している人々がいることを念

頭におき、学校教育としても差別や偏見、

同和問題等の様々な人権課題を解消して

いけるよう、これからの未来を担う児童

に正しい理解と行動力の育成を図ってい

く。 

そのために、教師が研修を積み重ね、

正しい知識を身につけると共に人権感覚

（気づきの感覚）をしっかりともち、様々

な人権課題、特に、同和問題（部落差別）

について正しく理解して指導にあたるこ

とが大切である。明るい展望に立ち、小

学校段階から、差別や偏見を絶対に許さ

ない強い意志と常に他者のことを考え、

よりよい方向へ進んで行動できる実践力

を身に付けさせていきたい。 

【２年学活 仲良しになれる言葉遣い】 

【人権コーナー（同和問題についての特集）】 



【第２分科会】 

 
いきいきと女性がかがやく社会のために 

―公民館が取り組む生涯学習講座― 

 

越谷市北越谷公民館 

館長 平林 竜児 

                    

１ はじめに 

（１）越谷市について 

本市は、都心から２５km圏内に位置し、

市制施行時の昭和３３年の人口は、わずか

４万８千人余りであったが、ベッドタウン

として急激な都市化が進み、平成８年１２

月に人口３０万人を突破。平成２７年４月

には中核市へ移行し、令和６年４月１日現

在、人口３４万人を擁する県南東部地域最

大の都市へと発展してきた。 

 平成３０年３月に、ＪＲ越谷レイクタウ

ン駅が開業し、市内８つとなった鉄道駅を

中心に市街地が形成され、それを取り巻く

ように田園地帯が広がっている。多くの河

川や水路が流れており、古くから「水郷こ

しがや」と呼ばれている。 

（２）北越谷公民館について 

北越谷地区は、市域の中部に位置し、東 

武スカイツリーライン北越谷駅西側の元荒

川に囲まれたエリアであり、区画整理事業

後は住宅地として利用されている。 

 北越谷駅付近は商店街となっており、文

教大学の最寄り駅でもあるため、学生街と

して飲食店等が軒を連ねる賑やかな街並み

である。特に春は、元荒川の桜堤が見事な

花を咲かせ、市内外から多くの花見客で最

も賑わう時期となる。 

面積と人口は市内１３地区の内で最も小

さな地区であるが、人口密度は４番目に高

い。人口推移は、微増と微減状態を繰り返

しており、高齢化率は着実に増加している。 

そのような北越谷地区の中心部に建つ、

北越谷公民館は、昭和５４年４月に開館し

て以来４５年間、地域に親しまれている生

涯学習の拠点施設である。 

平成１６年４月からは地区センター機能

が加わり、各種行政サービスの提供ほか、

地域福祉、防災救援、さらには、健康で心

豊かな地域コミュニティづくりを進めるた

め、地域住民と行政が協働してまちづくり

を進める拠点施設として、活動の推進や支

援を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【美しい元荒川の桜堤】 

 

２ さまざまな主催事業を展開 

本公民館では、多様な市民ニーズに対応

した生涯にわたる学習の推進を基本に、乳

幼児期から高齢期に至る幅広い世代の方々

に参加いただけるよう、地域で活動されて

いる各種団体や公民館利用者などの声を反

映しつつ、地域の特色を取り入れながら各

種事業を展開している。 

要望の多い子育て関連事業や子供たちを

対象とした事業、多くの趣味を求める団塊

の世代を視野に入れた講座等も開催し、学

習環境の充実を図っている。併せて、多様

な学習情報の提供などを通じて、自主的な

学習活動を積極的に支援している。 

 

３ 地域社会における女性の社会進出を 

めざして～女性セミナー～ 

人気講座のひとつに、女性が社会の中で

主体的に生き、急激に変化していく時代に

即した知識や情報、技術等を身につけ、柔

軟でより広い視野を培うことを目的とする

「女性セミナー」がある。 

時代は令和となり、女性の社会進出は昭

和の頃と比べれば大きく進んだといわれて

いる。しかし、地域に目を向ければ、いま

だ女性の自治会長はおらず、男性が中心と

なって活動が行われているのが現状である。

当館では、「地域社会における女性の社会

進出」をめざして講座を開催している。 

令和５年度は、４日間に渡り以下の内容

で開催。のべ９９人が参加した。 

 

（１）１１月９日開催 講師：黒川玲子氏 

テーマ「認知症の正しい知識と認知症の在

宅介護を楽しむ方法～認知星人じーじと楽

しむ介護～」 

介護ライター・介護コーディネーターで



ある黒川氏を講師に招き、実体験を基にし

た講義を実施。介護を「辛い」ものから「楽

しい」ものへと捉える、目からうろこの内

容であった。 

 

（２）１１月１６日開催 講師：小野由理 

氏 テーマ「主婦が主役の映画を探して元

気になろう！～古今東西の映画から主婦が

大活躍の作品を紹介・ちょっと映像も～」 

映像女性学者の小野氏を招き、世界の女

性運動の歴史をその当時の映画から学ぶ。

この講義をきっかけに昔の映画に興味をも

ったという参加者もおり、新しい趣味のき

っかけづくりにも貢献できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【講義を熱心に聞き入る参加者】 

 

（３）１１月２２日開催 講師：山森澄子

氏 テーマ「人生１００年！笑いあり歌あ

りで楽しさてんこ盛り！～座ってもできる

レクリエーション～」 

 埼玉県レクリエーション協会指導専門委

員会指導委員の山森氏を招き、どこでも簡

単に座ってできるレクリエーションを紹介

していただいた。笑いの絶えない楽しい講

義となった。 

（４）１２月１日開催 「館外学習」 

 最終日は、これを目的に参加する方も多

い「館外学習」。文字どおり、公民館内で

の座学でなく、外へ出て見聞を広げる学習

である。今回はバスに乗って一路、群馬県

へ。世界遺産の「富岡製糸場」を見学し、

当時の工女たちが残した歴史と文化、自立

した女性としての誇りに触れた。その後は、

「こんにゃくパーク」や道の駅を見学して

楽しみながら、一日学びの時間を過ごして

もらった。 

 

 

４ おわりに 

初めて参加した方から「毎日家にいるの

は退屈だった。セミナーに参加して、公民

館ではいろんな講座やサークルがあること

を知った。もっとチャレンジしたい」「最

近引っ越してきたので、近所の人と交流が

なく、セミナーに参加してお友達ができた」

といった声が聞かれ、地域における社会進

出の第一歩となっていることが成果である

と考えている。 

現在、女性セミナーは平日の日中開催の

ため、子育てが一段落した主婦層が主な参

加者である。共働き家庭も多いため、働く

女性に参加してもらえるようなテーマと時

間帯を考慮した女性セミナーの開催が今後

の課題である。また、同時に男性の意識を

変えるためのアプローチも必要であり、男

性に向けた啓発のための講座や男女共同参

画キャンペーン等、新たな企画の検討も課

題である。 

社会の中心で女性がいつまでもいきいき

とかがやく…これからも北越谷公民館は歩

みを止めず、めざすべき星の下へと想いを

紡いでゆきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小野氏の資料より抜粋】 



【第３分科会】 

 

『全ての人を認め、生かし、伸ばす』 

多文化を理解し、尊重した教育の実践 

 

春日部市立東中学校 

教諭 鈴木 悠斗 

 

１ はじめに 

本校は、埼玉県の東部、江戸時代に、日光

街道の宿場町として栄えた春日部市の商業

地域に位置している。昭和３６年に開校し

た歴史と伝統ある大落古利根川のほとりに

構える学校であり、「夢と生きる力を育む」

を学校教育目標として教育活動を続けてい

る。 

 『応援される人になろう』を本校の合言

葉として、教職員や生徒だけではなく、地

域・保護者など様々な人との連携を図り、

共に教育活動を創り上げていくことを目指

している。今年度は１年生５クラス、２年

生６クラス、３年生５クラス、特別支援学

級３クラスで全校生徒が５９６名在籍する

中規模校である。 

 近年では、外国籍の生徒や保護者も増え

てきており、外国への相互理解のための教

育や特別な配慮等も増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【開校５０周年を迎え、造られた新校舎】 

 

 

２ 具体的な実践 

 

（１）外国人の人権を尊重するための人権 

   作文の実施 

 

毎年、人権作文を実施しているが、本校で 

は、人権作文に取り組む前に、学年ごとに

テーマに沿った映像資料を見せ、子供たち

の動機づけを行っている。今年度は、『外国

人の人権』をテーマとした人権啓発ビデオ

を視聴した。 

映像資料の感想からは、『日本が最初に

「人種差別をやめよう」と言ったことで、

今の良い日本があると思った。』という意見

や『「人種差別をなくそう」と初めて提案し

た国が日本で、嬉しい気持ちになった。』な

どの感想が多く見られた。人権作文では、

多くの生徒が外国の文化を尊重し、理解で

きるような取組を実践したいと書いていた。

そこで、今年度、総合的な学習の時間にお

いて実践していく。 

 

（２）総合的な学習の時間 

『届けよう服のチカラ“プロジェクト”』 

 

本校では、学年ごとに教科の授業・総合

的な学習の時間や道徳の時間に、国際理解

教育をはじめとして、様々な国の文化や

人々を理解・尊重するための取組を実践し

ている。 

今年度、本校の２学年では、総合的な学

習の時間に、『届けよう、服のチカラ“プロ

ジェクト”』として様々な国の人々のために

行動することで、外国人の人権について考

え、自分が世界のために何かができたとい

うことを感じられる学習に取り組んでいる。 

この取組は、企業と共同で行う、小中高

生対象の参加型プログラムとなっている。 

 今後、企業の方をお招きして、講話をし

ていただいたうえで、生徒は服を回収でき

るＢОＸのデザインと地域の設置場所を考

え、様々な場所で回収のためのＰＲ活動を

実施する予定である。 

 

（３）人権週間の取組 

  『スーパー元気さわやか集会』 

 

春日部市では、毎年９月～１１月の期間

を『スーパー元気さわやかキャンペーン期

間』とし、各学校で、『生徒が多様性を認め、

励ましあうことを通じて豊かな心と社会性

を培う』ことに取り組んでいる。本校では、

毎年、生徒会本部役員が『スーパー元気さ

わやか集会東中学校区会議』に参加してい

る。東中学校区（東中・幸松小・牛島小・小

渕小）で、『多様性を認め合い、いじめを許

さない土壌づくり』を目的とした各校の実

践報告とそれに基づく話合いが行われてい

る。また、昨年度、本校では全校生徒の取組



として『私の仲間はだれ？』というワーク

ショップを行い、自分とは違う特徴（国籍・

性格・人種など）をもつ立場となって考え

る疑似体験を実施した。生徒一人一人にい

じめを許さないという気持ちを生み出すこ

とはもちろん、すべての人を理解するため

に、自分たちにはどのようなことが必要な

のかを考える良い機会となっていた。 

最後に、全クラスで感想と『私たちの行

動宣言』を書き、行動宣言は、クラスごとに

昇降口に掲示している。生徒の感想からは、

『常日頃から、相手の立場になってみると

いうことが大切であるということが理解で

きた』や『自分だけ何かが違うと自分が想

定したよりも不安に思うことがあったので

互いに理解しあうことが必要だということ

が分かった』という感想が多く見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【『私たちの行動宣言』（令和５年度実施）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ワークショップ『私の仲間はだれ？』の様子】 

 

３ 『外国人の人権』を守る特別な配慮 

 先にも述べたように、近年、外国籍の生

徒や保護者が年々増加しており、在籍する

生徒の学習や学校生活の保障や保護者の方

とのコミュニケーションの充実を考える必

要がある。これらの課題解決に向けて本校

では、以下のような取組を実践している。 

 

（１）外国籍の生徒や帰国子女等への日本  

   語指導と教員の配置 

 

外国籍の生徒への日本語指導を指導教員

が週に２時間程度実施している。外国籍生

徒や帰国子女が指導教員から個別に日本語

や日本の文化を学ぶことにより、正しい日

本語を理解することをねらいとしている。

また、日本国籍の生徒が外国の文化を理解

することと同じように、外国籍の生徒にと

っても、日本の文化を理解し、相互理解を

図ることができている。 

この取組によって、外国籍の生徒が学年

や学級の生徒、教員などと日本語でコミュ

ニケーションを取ったり、授業の中でも、

相槌を打って話を聞くことができるように

なったりしている。 

 

（２）ＩＣＴ等を活用した外国籍生徒の学 

   習面への配慮 

 

本校では、ＩＣＴ支援員と連携を図りな

がら、翻訳機能の活用、家庭学習の補充な

どＩＣＴ教材を使って学習の支援を行って

いる。さらに、外国籍の生徒も理解しやす

いよう、社会科や国語科の授業では、『文学

作品』を映像で観て学習をするなどの工夫

をしている。また、定期テストでは、各教科

でルビ付き問題を準備して、配慮を行って

いる。 

 

 

４ 終わりに 

 本校では、学校全体で『外国人の人権』に

関して、相互理解や尊重していくために以

上のような取組を実践している。今後も、

様々な国籍の生徒や保護者の方も増加して

いくことが考えられるため、生徒だけでな

く学校全体で多文化や多国籍への理解を図

り、学習や生活の支援を考えていくことに

努めていきたい。 



                                   

   
【第３分科会】 

 
高齢化する社会における公民館の役割 

 

吉川市中央公民館 

館長 鈴木 洋 

                     

１ はじめに 

 （１）吉川市の紹介 

本市は埼玉県の南東部に位置し、ほぼ

平坦な地形である。 

東は江戸川を挟み千葉県野田市と流山

市に、西は中川を挟んで越谷市・草加市、

南は三郷市、そして北は松伏町と、それぞ

れ境を接している。 

昭和２８年の町村合併促進法の施行に

よって昭和３０年３月１日に旧吉川町・

旭村・三輪野江村が合併して新吉川町と

なり、その後、昭和４８年の国鉄(現ＪＲ)

武蔵野線の開通と吉川団地の建設を経て

平成３年には人口５万人を超えた。そし

て平成８年４月に市制を施行し、「吉川市」

が新たにスタートした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）市内の公民館 

市内には中央公民館、平沼地区公民館、

東部地区公民館、美南地区公民館の４館

がある。平沼地区公民館は市立吉川小学

校内に、美南地区公民館は市立美南小学

校内にそれぞれ併設されている。学校や

各公共施設の活動の様子が目に入るよう

な施設となっており、公民館と小学校の

間の中庭では、児童と地域の利用者との

自然な交流が行えるような構造となって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 （３）高齢者人口 

  全国の６５歳以上の高齢者人口は 2023

年９月の推計では 3,623 万人に達し、総

人口に占める割合（高齢化率）は２９.

１％となった。当市においては、2024 年

５月現在、高齢者人口は 17,761 人、高齢

化率は２４.５％となっており、全国平均

からすると若い地域といえるが、2040 年

には高齢者人口は２万人を超え、高齢化

率も２８％近くになると予測されている。 

 

２ 中央公民館の取組 

  公民館は年齢、性別問わず、誰もが利用

可能な施設となっており、これまで幅広

く事業を実施してきたが、近年の高齢社

会を踏まえ、高齢者が関わりをもてるよ

う以下に示す事業を展開してきた。 

（１）文化芸術振興事業 

 中央公民館と吉川市連合長寿会文化部

会との共催事業として、高齢者の発表な

どの場として、ホールを使用した舞踊、カ

ラオケ、フォークダンス、民謡などを発表

するほか、ロビーで書道や生け花などの

展示を行った。 

（２）異世代交流事業 

  高齢者の生きがいをつくることや、高

齢者と子供の相互理解を深める目的でチ

ャレンジキッズ（料理編、グラウンドゴル

フ編）を実施した。 

  また、夏休み期間中に市陶芸協会の協

力を得て陶芸教室を実施した。成型から

絵付けまで実施した。 

   

 

 

 

 

 

 

 

（３）健康増進事業 

  高尾山ハイキング、健康体操教室や吉

川探訪ウォーキングを実施した。 

  また、令和４年度から企業との共催で

シニアを対象とした「こころと身体の健

康講座」を実施し、シニアの健康維持・増

進向け、肩こりや腰痛の解消方法やスト

レスとの向き合い方を学習した。 

 

【市内の街並み】 

【チャレンジキッズ】 【陶芸教室】 

【中央公民館】 【平沼地区公民館】 

【中川】 



                                   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (その他) 

  当館では月曜日以外の午後５時から午

後９時まで及び毎週月曜日の終日に窓口

業務等の施設管理をシルバー人材センタ

ーに委託し、高齢者の就業機会の確保に

努めている。 

 

３ 成果と課題 

 （１）成果 

  近年は核家族化が進み、高齢者から見

ると、いわゆる孫世代との触れ合う機会

が昔に比べ少なくなってきている。その

ような中、異世代交流事業の参加者は未

就学児から小学生までが多数を占めてお

り、高齢者と一緒に事業を実施すること

で高齢者に対する尊敬や感謝の心が育ま

れるとともに、高齢者も自分の役割がで

き、居場所づくりや生きがいをつくる一

助となった。 

  また、ハイキングや健康体操教室では

身体を動かすことによって、筋肉の維持

増進、気分転換やストレス発散となって

フレイル（虚弱）状態を予防できる側面も

ある。 

  ウォーキングでは上記の効果はもちろ

んのこと、普段の生活では目にすること

のない吉川の再発見にもつながった。 

 

 （２）課題 

 これまで様々な事業を実施してきた中

で「男性の○○教室」などを除き、とりわ

け男性の参加率が少ない。 

 また、前述した市内小学校に併設して

いる公民館では、せっかくの構造的利点

を活かせず、現状では互いの活動を窺え

る程度にとどまっている。様子が窺うこ

とで、両者の活動に一定の興味関心は向

いているものの、協働した活動まで展開

することができていない現状があるため、

教育委員会・小学校・公民館が一体となっ

て、より効果的に活用できるようにして

いく必要がある。 

 

４ おわりに 

  総務省統計局の「社会生活基本調査」に

よると、高齢者の余暇活動は７０歳を過

ぎると極端に減少、特に外での活動は６

０代前半から減少してくるという結果に

なっている。 

団塊の世代が高齢者となっている現在、

定年後は仕事や人間関係が一気に減るこ

とで急に居場所がなくなり、外に出る機

会が減少し、家に籠ることが多くなる傾

向がみられる。そのため、性別を問わずそ

ういった方を意識した学びの場を提供で

きるよう、様々な方策を検討していく必

要がある。 

また、今後は今まで以上に高齢化社会

が進行する予測となっている。人間関係

が希薄化といわれ久しく、また、コロナ禍

の影響もあり、高齢者の孤立に拍車がか

かったように思われる。 

公民館の設置目的は「教養の向上、健康

の増進、情操の純化を図り、生活文化の振

興、社会福祉の増進に寄与すること」とな

っており、公民館は学びの場や生きがい

をつくる場だけではなく、人と人を結ぶ

場所でもある。公民館が交流の場、見守り

の場となることが地域のセーフティネッ

トとなり、今後の高齢社会に対応してい

く役割もあるのではと考える。 

「お年寄りが亡くなると、図書館が一つ

なくなる」というアフリカの諺があるよ

うに、高齢者には様々な経験、知識、技能

がある。このような高齢者を取り込み、高

齢者が自らの意思で、地域の高齢者や問

題と関わり、解決していけるよう、学ぶ側、

教える側のニーズを把握し、需要と供給

にミスマッチが起きないようなシステム

を構築していくことも重要である。 

今後も地域の状況や高齢者の動向に常

にアンテナを張りながら｢公民館に行っ

てよかった｣｢公民館に行くと誰かに会え

る｣など、高齢者の生きがいをつくる場と

なるよう、公民館、教育委員会、地域住民、

ＮＰＯや民間企業などと協力しながら施

設運営に努めていきたい。 

【高尾山ハイキング】 【こころと身体の健康講座】 



                                           

【第４分科会】 

 
インターネットによる人権侵害を考える 

～情報モラルの育成を目指して～ 

 

行田市立埼玉中学校 

校長 鈴木 久美子 

教諭 四家 敬士 

島野 成一 

１ はじめに 

 埼玉県の北部に位置する行田市は、日本

屈指の足袋産地（行田足袋）として知られ、

「和装文化の足元を支え続ける足袋蔵のま

ち行田」が日本遺産として認定されている。

 また最近では、映画『翔んで埼玉～琵琶

湖より愛をこめて～』で取り上げられた「行

田タワー」やそこから見える「田んぼアー

ト」、「古代蓮」なども有名である。 

本校は開校７８年目を迎え、学区は、６

～７世紀頃に造られた東日本最大の古墳群

である「さきたま古墳群」に隣接し、埼玉

県名発祥の地として知られている。〝さき

たま火祭り〟や〝特殊詐欺防止キャンペー

ン〟など、この地域でないとできないと言

われるほど、地域との関係が密である。 

 このような地域に愛され、守られている

本校の生徒は、埼玉小から中学校卒業まで

の９年間を共に過ごしている。 

 生徒数は１２１名で、学級数は６学級(支

援学級２学級を含む)の小規模校である。人

懐こく、穏やかな生徒が多く、落ち着いた

雰囲気の中で教育活動が行われている。し

かしながら、生徒を取り巻く人権課題は同

和問題、男女平等、性の多様性、ヤングケ

アラーなど多種多様である。 

 そこで、本校では一人一台端末を持って

いることから、誰もがインターネットを利

用できるという前提で、インターネットに

よる人権侵害に対する理解を深めるととも

に自分たちで課題を挙げ、情報モラルにつ

いて学んでいくこととした。以下学校の教

育活動全体で取り組んでいる人権教育と併

せて紹介する。  で囲んだものは情報モ

ラル(インターネット)関係の取組である。 

 

２ 本校の学校経営について 

（１）学校教育目標 

   ○思いやりのある生徒 

   ○自主的に学ぶ生徒 

   ○体を鍛える生徒 

（２）目指す学校像 

   笑顔あふれる学校 

 ～ウエルビーイングな組織づくり～ 

 

（３）人権教育目標 

  同和問題をはじめとする人権問題につ

いて、正しい知識・理解を深め、解決に

向けて自ら行動しようとする態度を養う 

 

３ 本校の人権教育に関する取組 

 学校の教育活動全体で行う道徳教育や特

別活動を活用し、「自分の大切さとともに

他の人の大切さを認めること」ができるた

めに必要な人権感覚を身に付けられるよう、

様々な取組を行っている。 

 

（１）特別活動を通して 

①「ハートフル集会」 

単学級の学年もあるため、各学年が

企画する異学年交流の場を設定し、全

校で実施している。 

②「人権感覚育成プログラム」の活用 

 事例編1「人間の尊 

厳・価値の尊重」に 

関するプログラムの 

「あなたならどうす 

る？～ネットトラブ 

ルを解決しよう～」 

を活用し、話合いを 

行った。 

③携帯・スマホのネット利用について 

 ネットリテラシーを身に付けるため、

問題点を話し合い、生徒会を中心に全

校でルールの見直しをした。 

 

 

   

   

 

 

【生徒集会】 

④ＳＮＳ講座 

 毎年２学期末の授業参観の際に、PTA

主催の講演会を保護者、地域の方対象

に実施している。昨年度はネットアド

バイザーによる講演会を開催した。ネ

ットトラブルの現状と被害に遭わない

ための方法について学んだ。 

 



                                           

⑤「人権講演会」 

 人権週間に合わせて指導者を招聘し、

講演等をしていただいている。昨年度

は久喜市にじいろ特命大使の白花茉莉

さんをお招きし、「性の多様性から個

性の尊重へ」というテーマで講演して

いただいた。 

 

 

 

 

  

【人権講演会】 

⑥「いじめ撲滅宣言」 

 生徒会を中心に、各クラスでいじめ

をなくすためにはどうしたらよいかを

話し合い、その内容を全校で共有して

いる。 

 

 

 

 

 

【いじめ撲滅宣言】 

⑦「非行防止教室」 

 非行の未然防止教育として、警察署

や少年サポートセンターと連携して非

行防止教室、薬物乱用防止教室を実施

している。昨年度は、埼玉県警察「あ

おぞら」の方々を講師に招いて実施し、

ネットトラブルについて学習した。 

  

（２）道徳教育を通して 

  新たな道徳教育教材

 集「彩の国の道徳『未 

 来に生きる』」を活用 

 し、情報モラルについ 

 て取り上げている「最 

 後の思い出」を学習し 

 た。 

 

（３）掲示物による啓発 

  各種団体からいただいているポスター

をはじめ、言われて嬉しい言葉を集めた

「ぽかぽか言葉」や自分がやる気になる気

に入った言葉を紹介する「やる気スイッチ

ワード」などの掲示物を作成し、生徒の目

に触れるようにしている。 

 

（４）ホームページへの掲載による啓発 

  生徒指導課から配信されている「埼玉県

ネットトラブル注意報」を本校のホームペ

ージでも配信し、啓発に活用している。ま

た、このチラシとテキスト版を用いて、学

級指導をしている。 

 

（５）技術の授業を通して 

  教科指導でも情報モラルについて扱い、

指導している。 

 

４ 成果と課題 

 学校全体で取り組めたことがよかった。

また、今回の重点目標とした情報モラル 

の育成に対して、教員や保護者が一方的に 

教えたり指導したりするのではなく、生徒 

がインターネットの扱いについて主体的に 

考えて、その利便性や影響について議論し 

ながら、身近な課題として取り組み、それ 

を集約して本校独自の携帯・スマホのルー 

ルづくり（改訂版）ができたことは大変意 

義深いものとなった。 

 しかし、作ったもののそれを意識して守

ろうとしていると答えた生徒の割合が日が

経つにつれて減少していたことがわかり、

残念であった。常に、自分事として考え、

被害に遭わないように、また加害者にもな

らないように気を付けさせたい。 

 

５ おわりに 

 本校では以上のような取組を通し、人権

教育を推進してきた。生徒全員がインター

ネットに簡単につながる時代に生きている

からこそ、しっかりと正しい知識を得て、

正しい使い方を身に付けさせなければなら

ない。 

また、様々な人権課題を解決するために

は、教科等横断的な学習による人権教育の

推進を図っていく必要がある。インターネ

ットによるトラブルは、表面化しにくいと

ころもあり、生徒との信頼関係を築き、何

かあった時にすぐに相談できるようにする

ことと家庭との連携が大切である。 

さらに、教員がインターネットをめぐる

課題への対応についての理解を深める必要

もある。今後も生徒がインターネットトラ

ブルを生まない環境づくりを目指し、情報

モラルの意識の醸成を目指していきたい。 

 



 
   
【第４分科会】 

 

みんなで子育て  

～「赤ちゃんひろば」で人が繋がる 

             公民館の役割～ 

            三郷市立北公民館 

            館長 室伏 延人 

                     

１ はじめに 

 三郷市は、埼玉県東南端に位置し、人口 

141,935人（令和６年４月１日現在）、交通網

が整備され大型商業施設も多い便利な環境と

水辺ののどかな景観が共存するまちである。 

北公民館は、昭和５２年に児童館と公民館

の複合施設として建てられ、令和４年４月に

旧小学校を活用した複合施設「瑞沼市民セン

ター」内に移転した。 

市内唯一の公民館として、市民に必要とさ

れ喜ばれる生涯学習事業を実施しており、市

内の文化施設においても出張公民館事業とし

て、いくつか事業を開催している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 三郷市における人権推進活動 

 三郷市では、「三郷市総合計画」及び「三

郷市人権施策実施計画」に基づき、様々な人

権問題の解決を図っていくために、人権意識

の高揚を図り、人権を尊重し共に生きるまち

づくりの実現に向け、各種の人権啓発・教育

事業を推進している。 

 

３ 実践報告 

 北公民館では、家庭教育支援事業として『赤

ちゃんひろば』を実施している。 

子供の学びや育ちといった子供の人権を守

るためには、家庭を含めた社会全体で支援す

る必要がある。そのためには、身近な地域の

力を活かし、育児の大変さ・楽しさを共有し

あえる場を設け、悩みや不安を解消できる環

境整備が重要である。 

今回は平成１２年から２４年間継続して実

施している『赤ちゃんひろば』の経緯と成果

について以下にまとめる。 

 

（１）概要 

①事業名：赤ちゃんひろば 

②目的： 

・社会教育法に基づき、地域の協力を得て、

乳幼児の保護者が家庭教育について学ぶ機

会を提供する。 

・地域の民生委員・児童委員や親同士の交流

をとおし、情報交換及び悩み等の共有によ

り子育ての不安の解消を図る。 

③対象:３か月～１歳６か月未満の乳幼児と

その保護者 

④日時:第１・３水曜日の午前１０時１５分～

１１時３０分(８月と祝日を除く、４・５・

１・３月は１回) 

⑤内容:自己紹介・手遊び・わらべ唄・絵本の

読み聞かせ等・体重と身長の計測・フリー

トーク(季節的な行事として七夕やハロウ

ィン、クリスマス、ひな祭り等、その他、

お悩み相談やストレッチを定期的に行う) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【赤ちゃんひろばの様子】 

    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      【周知用チラシ】 

【瑞沼市民センター】 



 
   
（２）スタッフ 

・ 子育てアドバイザー(埼玉県家庭教育アド

バイザー)１名 

・ みさと団地地区主任児童委員２名 

・ みさと団地地区民生委員・児童委員２３名

(ローテーション制で２名の協力) 

・ 公民館担当職員１名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子育てアドバイザーによる手遊び】 

 

（３）事業開始の経緯 

平成１２年の事業開始当初、家庭教育支援

事業にどのように取り組めば良いのか悩んだ

職員が児童館館長に相談したところ、核家族

で孤立しがちな環境で子育てし、孤独で常に

不安を抱えている母親の実情を知った。 

また、協力者として福祉分野で活動してい

る地域の民生委員・児童委員を紹介していた

だき、協力を得ることになった。 

 事業開始にあたり、東京都青山にあった国

立総合児童センター「こどもの城」で実施し

ていた「赤ちゃんサロン」を視察した他、埼

玉県家庭教育アドバイザーの派遣を依頼した。 

昭和４８年に入居開始となった日本住宅公

団（現都市再生機構）みさと団地の高齢化が

進む中で、子育て仲間をつなぐ場として「み

んなで子育て」を目指した『赤ちゃんひろば』

が開始された。 

令和５年２月までは、みさと団地地区民生

委員・児童委員協議会、児童館、公民館の三

者による共同事業として実施していたが、現

在は公民館の重要な機能の『つどう』『まな

ぶ』『むすぶ』の場として、公民館事業の一

つとして、みさと団地地区民生委員・児童委

員協議会と共催で実施している。 

 

（４）成果 

①子育てアドバイザーの関わり 

子どもの気持ちに寄り添った語りかけを

実際に示すことで、子どもの人権を尊重し、

子供の立場に立った関わり方の見本となっ

ている。 

②地域の民生委員・児童委員の関わり 

保護者が孤立することなく、地域の人々

に見守られながら子供を守り育てることが

できるよう、優しく声をかけ見守りながら

保護者の悩みや不安に寄り添い、親子が安

心して過ごせる場をつくっている。 

③デジタルを活用した幅広い周知 

子育てアドバイザーと職員で『赤ちゃん

ひろば』で行っている手遊びの動画を作成

し、市ホームページで配信している。この

ことにより、赤ちゃんひろばに参加できな

い方にも、子供とのふれあいの大切さや子

供の人権を尊重した語りかけや配慮など、

遊びを通しておもいやりの心を伝えること

ができると考える。 

 

４ おわりに 

現代日本での子育ては、核家族化等によ

り孤独の中で行われていることが多い傾向

があるが、『赤ちゃんひろば』の参加者から

は「近所のお友達ができた」「子育ての経

験のある人に相談できて良かった」「おし

ゃべりが気分転換となった」という声が聞

かれ、事業のねらいが達成できていると感

じられる。 

また、スタッフからは「地域のおばちゃ

んとして、赤ちゃんの成長を見守りたい」

「理屈ぬきで楽しい」「若いお母さんと交

流できる」という声があり、生きがいの一

つとなっているようである。 

地域の良い関係づくりは、保護者と子供

の孤立を防ぎ、地域の安心安全な社会、ひ

いては、これからの日本の社会を守ってい

く原動力になっていくと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お悩み相談でのひとコマ】 


